
- 4 - 

消防団の沿革 

 明治２５年 

 

明治２６年 

 

明治２８年２月 

 

明治３０年 

 

 

大正１５年３月 

 

昭和１４年４月１日 

 

 

昭和１５年８月１日 

 

昭和１８年５月１０日 

 

昭和２２年９月３０日 

 

 

昭和２３年３月７日 

 

昭和３０年３月３１日 

 

 

昭和３１年３月１日 

 

 

昭和３４年４月１０日 

 

昭和３６年４月１日 

 

 

 

 

昭和４７年１１月１日 

 

昭和５７年７月１日 

 

 

 

 

新発田町消防組織設置。１２組編成／人員３０～５０名 

 

新発田町消防組織を変更。１番組から８番組に組織替え。 

 

勅令に基づき、新発田町公設消防組設置。５部／団員２６１名 

 

新発田町消防組の一部編成替えを実施。 

１部当たり５２名の人員を４７名に縮小。 

 

新発田町常備消防部を設置。（消防組の中に消防部を置き昼間のみ勤務） 

 

勅令第２０号　警防団令施行に基づき、新発田町警防団組織設置。 

（警防団員７４４名） 

 

北蒲原郡鴻沼村と合併し消防部に編入。（第４分団とし１６班を編成） 

 

北蒲原郡猿橋村と合併し消防部に編入。（第５分団とし１６班を編成） 

 

昭和２２年４月１日付勅令第１８５号に基づき、消防団令公布。 

新発田市消防団を設置。団員／２９７名 

 

新発田市消防本部及び新発田消防署設置。署員／２８名 

 

新発田市と６村（五十公野、米倉、赤谷、松浦、川東、菅谷）が合併し消防団

組織を再編成する。団員／１，７４９名 

 

新発田市と北蒲原郡加治川村の一部との合併により編成替え。 

第４分団新設。団員／１，８４２名 

 

北蒲原郡佐々木村との合併により第５分団新設。団員／２，０２０名 

 

新発田地区消防団を廃止し、分団制に編成。団員／１，６５８名 

合併消防団の団長を副団長とし地区消防団を分団制とする。 

団長：１名／副団長：９名／分団長：１１名／副分団長：１７名 

部長：８４名／班長：１６８名／団員：１，３６８名　（定数１，６５８名） 

 

分団の編成替えを実施し１４分団制とし活動の活性化を図る。 

 

行政改革により消防団員の定数削減を図る。 

団長：１名／副団長：３名／分団長：１４名／副分団長：１７名 

部長：８４名／班長：１９３名／団員：１，１３８名　（定数１，４５０名） 
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 平成１４年７月５日 

 

 

 

平成１５年７月７日 

 

 

 

 

平成１７年４月１日 

 

 

 

 

 

平成１７年５月１日 

 

 

 

 

平成１８年４月１日 

 

 

 

平成１９年４月１日 

 

 

 

平成２０年４月１日 

 

 

 

 

 

平成２１年４月１日 

 

 

 

平成２２年４月１日 

 

 

 

 

 

規則改正によりラッパ隊を本部員とし、これに伴い定数が一部変更される。 

団長:１名／副団長:３名／分団長:１５名／副分団長:１８名／部長:８７名 

班長:１９６名／団員:１，１３０名　（定数１，４５０名） 

 

北蒲原郡豊浦町との合併により第１５・１６・１７・１８分団を新設し、これ

に伴い定数が一部変更される。 

団長:１名／副団長:４名／分団長:１９名／副分団長:２２名／部長:１１２名 

班長:２２１名／団員:１，３８１名　（定数１，７６０名） 

 

社会環境の変化による消防団員の確保や常備消防の消防力向上等により１８分

団１０９部から消防団組織を１２分団７１部に再編成を行い機動力ある消防団

組織としてスタート。 

団長:１名／副団長:２名／方面隊長:３名／分団長:１３名／副分団長:２１名 

部長:７３名／班長:１５３名／団員:１，２３４名　（定数１，５００名） 

 

北蒲原郡紫雲寺町、加治川村との合併により第１３・１４・１５・１６・１７・

１８分団を新設し、これに伴い定数が一部変更される。 

団長:１名／副団長:４名／方面隊長:５名／分団長:１９名／副分団長:３０名 

部長:９７名／班長:１８３名／団員:１，６１９名　（定数１，９５８名） 

 

平成１７年４月１日施行、再編成の経過措置により定数が一部変更される。 

団長:１名／副団長:４名／方面隊長:５名／分団長:１９名／副分団長:３０名 

部長:９７名／班長:１８３名／団員:１，４１９名　（定数１，７５８名） 

 

平成１７年４月１日施行、再編成の経過措置により定数が一部変更される。 

団長:１名／副団長:４名／方面隊長:５名／分団長:１９名／副分団長:３０名 

部長:９７名／班長:１８３名／団員:１，２３９名　（定数１，５７８名） 

 

平成２０年４月１日施行、第４・５方面隊の再編成により１８分団９５部から 

１６分団８８部へスリム化を図る。また、女性消防隊を新設し、規則改正によ

り本部員とする。 

団長:１名／副団長:２名／方面隊長:５名／分団長:１８名／副分団長:２６名 

部長:９０名／班長:１８７名／団員:１，２０６名　（定数１，５３３名） 

 

平成２１年４月１日施行、再編成の経過措置により定数が一部変更される。 

団長:１名／副団長:２名／方面隊長:５名／分団長:１８名／副分団長:２６名 

部長:９０名／班長:１８７名／団員:１，１４４名　（定数１，４７３名） 

 

平成２２年４月１日施行、再編成の経過措置により定数が一部変更される。 

また、団員報酬及び費用弁償について改訂される。 

団長:１名／副団長:２名／方面隊長:５名／分団長:１８名／副分団長:２６名 

部長:９０名／班長:１８５名／団員:１，１０５名　（定数１，４３２名） 

団員年報酬：団長/120,000円　　副団長/84,000円　方面隊長/84,000円 

費用弁償（出動手当） 2,100円/回 
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最終更新：令和 7 年 11 月 13 日

 令和３年４月１日 

 

 

 

 

令和４年９月２２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月１日 

 

 

 

 

令和５年５月１１日

令和３年４月１日施行、再編成の経過措置により定数が一部変更される。 

団長:１名／副団長:４名／分団長:１７名／副分団長:２７名 

部長:８３名／班長:１７４名／団員:１，０９４名　（定数１，４００名） 

※方面隊長を廃止 

 

令和４年９月２２日施行、団員報酬及び費用弁償（出動報酬へ改称）について

改訂される。改正後の新発田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の規定は、令和４年４月１日から適用。 

団員報酬（年額） 

団長/120,000 円　副団長/84,000 円　分団長/56,000 円　副分団長/45,500 円　　

部長/40,000円　　班長/37,000円　　団員/36,500円 

出動報酬 

火災風水害/8,000円（4時間に満たない場合は半額）　 

捜索・警戒・訓練　2,800円（回）　会議・広報・その他/2,100円（回） 

 

令和５年４月１日施行、令和３年４月１日から２年の経過措置を経て定数が一

部変更される。 

団長:１名／副団長:４名／分団長:１７名／副分団長:２７名 

部長:８３名／班長:１７４名／団員:８９９名　（定数１，２０５名） 

 

令和５年５月１１日施行、機能別消防団員を新設し、規則改正により本部員と

する。 

団長:１名／副団長:４名／分団長:１７名／副分団長:２７名 

部長:８３名／班長:１７４名／団員:８９９名／機能別団員：２０名　 

（定数　一般団員：１，２０５名　機能別団員：２０名） 


